
 

第８  企業会計決算の状況 

  県が独立採算性を原則とする企業的色彩の強い事業を行う際に、法律や条例によって

設置するもので、地方公営企業法の全部又は一部の適用を受ける公営企業の会計をいい

ます。 

  企業会計は、公共の福祉を目的とするとともに、企業の経済性を発揮することも求め

られており、その経理については、地方公営企業法の定めるところによります。 

  この会計方式は、一般のいわゆる官公庁会計が現金主義により経理されるのに対し、

発生主義に基づく複式簿記により経理される点で大きく異なっています。 

  三重県では、公共の福祉を増進するため、水道事業、工業用水道事業、電気事業及び

病院事業の４事業の経営を行っていますので、以下、それぞれの企業会計ごとに、その

決算状況を説明します。 

 

１  水道事業の概況 

  営業関係では、南勢志摩水道用水供給事業（給水能力138,150㎥／日）、及び北中勢水

道用水供給事業（北勢系木曽川用水系：給水能力80,300㎥／日、北勢系三重用水系：給

水能力51,000㎥／日、北勢系長良川水系：給水能力18,000㎥／日、中勢系雲出川水系：

給水能力81,416㎥／日、中勢系長良川水系：給水能力58,800㎥／日）の２事業を運営し、

平成24年度は県内17市町に対し、延べ76,404,422㎥の給水を行いました。 

  平成24年度の営業成績について、事業収益は9,707,241千円 （対前年度比101.5％）で、

内訳は、営業収益9,436,343千円（対前年度比100.6％）及び営業外収益270,898千円（対

前年度比148.5％）であり、また、事業費用は8,235,776千円（対前年度比81.4％）で、

内訳は、営業費用7,095,611千円（対前年度比101.5％）及び営業外費用1,140,165千円（対

前年度比99.0％）です。 

  以上の結果、事業収益と事業費用の差額1,471,465千円が当年度の純利益となりました。 

また、改良事業については、水道用水の安定した供給を図るため、施設の耐震化や老

朽劣化対策を実施しました。 

一方、建設事業は、平成 27 年４月から大台町への給水（1,700 ㎥／日）を目指して、

南勢水道拡張事業（総事業費 741,396 千円）を実施しています。 











 

３  電気事業の概況 

  営業関係では、水力発電事業については、宮川ダムゲートの被災による影響で宮川第

一発電所と宮川第二発電所の発電量が減少したことに伴い、発電量は目標電力量

260,495,000kWh に対し、供給電力量 251,411,995kWh（96.5％）にとどまりました。 

 ＲＤＦ焼却・発電事業については、三重ごみ固形燃料発電所において、製造団体から

ＲＤＦ47,332 トンを受け入れ、62,273,100 kWh の発電を行いました。 

  平成 24 年度の営業成績について、事業収益は 3,733,540 千円（対前年度比 129,5％）

で、内訳は、営業収益 2,703,799 千円（対前年度比 133.9％）、附帯事業収益 989,274 千

円（対前年度比 115.7％）及び営業外収益 40,467 千円（対前年度比 435.5％）であり、

事業費用は 3,575,579 千円（対前年度比 108.1％）で、内訳は、営業費用 2,472,448 千

円（対前年度比 114.5％）、附帯事業費用 974,261 千円（対前年度比 98.0％）及び営業外

費用 128,870 千円（対前年度比 83.2％）です。 

  以上の結果、事業収益と事業費用の差額 157,961 千円が当年度の純利益となりました。 
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４  病院事業の概況 

本県の県立病院は、平成23年度まで4病院（総合医療センター、こころの医療センター、一

志病院、志摩病院）一括での地方公営企業法全部適用の枠組みのもとに、政策医療等の提供に

大きな役割を果たしてきましたが、医師・看護師不足など医療を取り巻く環境が大きく変化す

る中で、果たすべき役割や機能を十分に発揮できなくなり、収支面においても非常に厳しい状

況が続いてきました。また、4 つの県立病院は、機能や規模、抱える課題、さらには立地する

地域の医療環境がそれぞれ異なる状況にありました。 

このようなことから、県では、病院の運営体制を再構築し今後も健全な経営を継続させるこ

とを前提に、各病院が県民の皆さんに良質で満足度の高い医療を安定的かつ継続的に提供する

ことをめざして県立病院改革の検討を進めてきました。その結果、県は平成22年 3月に、4病

院一括での地方公営企業法全部適用の枠組みを外し、病院ごとに改革を進める「県立病院改革

に関する基本方針」を策定しました。 

県及び病院事業庁では、この基本方針に基づき、平成24年 4月に総合医療センターについて

は地方独立行政法人に移行し、志摩病院についても指定管理者制度を導入して、それぞれ運営

形態を変更しました。 

 

平成 24年度の病院事業は、こころの医療センター、一志病院そして指定管理者制度を導入し

た志摩病院の 3病院での運営となりました。その状況につきましては、総合医療センターの地

方独立行政法人への移行に伴い、入院患者数が延べ203,024人（１日平均556.2人）、外来患者

数が延べ154,556人（１日平均630.8人）で、前年度に比べ入院患者数は延べ111,307人の減

少、外来患者数は延べ133,904人の減少となりました。 

収益については、総合医療センター及び志摩病院の運営形態変更に伴う医業収益の減少によ

り、経常収益は5,704,409,338円となり、前年度に比べ68.4%減少しました。 

また、費用についても、医業費用と医業外費用を合わせた経常費用は前年度に比べ 69.6%減

少し、5,803,171,804円となりました。 

 

その結果、これらを差し引きした経常損益は、98,762,466円の赤字となりました。なお、特

別損失として退職給与引当金117,675,000円を計上するなどした結果、純損益は、216,437,466

円の赤字となりました。なお、施設及び設備の整備については、こころの医療センターの外来

棟整備の設計委託や、一志病院の空調自動制御機器の更新工事、志摩病院における調剤機器の

更新等により総額109,721,892円を執行しました。 






